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１ 募集の趣旨 
 

  大田区は、工場集積の維持発展及び地域産業の活性化を図るとともに、住・商・工が調和する環

境を整備する事業のひとつとして、工場アパートを設置・管理しています。また、区内の中小企業

者の生活の安定と福祉向上を図り、大田区産業の振興に寄与するため、中小企業者賃貸住宅を設

置・管理しています。 

大田の工業を取り巻く社会的・経済的状況が日々変化する中、施設使用者のニーズは多様化して

おり、区には、より質の高いサービスの提供とともに管理運営の効率化が求められています。 

そのため大田区では、総合的な見地からの管理手法の提案を期待し、大田区テンポラリー工場条

例第 24条、大田区立本羽田二丁目第 2工場アパ―ト条例第 26条及び大田区中小企業者賃貸住宅条

例第 24条の規定に基づき、施設の管理に係る業務を行う指定管理者を次のとおり募集します。 

 

２ 対象施設の概要 

 
大田区立下丸子 

テンポラリー工場 

大田区立本羽田二丁目

工場アパート 

大田区立本羽田二丁目

第 2 工場アパート 

大田区中小企業者

賃貸住宅 

施設種別 建替促進賃貸工場 短期賃貸工場 賃貸工場 賃貸住宅 

所在地 下丸子四丁目 9番 14号 本羽田二丁目 7 番 1 号 本羽田二丁目 12 番 1 号 本羽田二丁目 12番 2号 

構造 鉄骨造 鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄骨鉄筋コンクリート造 

階数 地上 2 階建 
地上 2 階 

(3～8 階は区民住宅) 
地上 5 階建 地上 7 階建 

敷地面積 400.00㎡ 1,642.98㎡ 6,576.53㎡ 

延床面積 339.5 ㎡ 
3,208.19㎡ 

(3～8 階を含む) 
9,464.29㎡ 2,245.15㎡ 

工場 

・住宅数 
4 室 8 室 48 室 28 室 

駐車場 なし 

平面式 8 台 

来客用１台 

(来客用は区民住宅と

共用) 

平面式 2 台 

機械式 48 台 

来客用 10 台 

平面式 10 台 

来客用 1 台 

設立年月 平成 6 年 4 月 平成 9 年 2 月 平成 12 年 5 月 平成 12 年 8 月 

※ 上表 4施設の一括管理となります。 

※ 事務所機能を備えているのは本羽田二丁目第 2工場アパートのみとなります。 

※ 各施設の設置目的等については、大田区テンポラリー工場条例・条例施行規則、大田区立本羽

田二丁目第 2工場アパート条例・条例施行規則及び大田区中小企業者賃貸住宅条例・条例施行規

則に明記しています。条例及び規則の内容を熟読いただき、設置の目的、使用者の資格、使用者

の募集方法等をご確認ください。 



 3 

３ 指定管理者が行う業務の範囲 
(1) 施設の受付及び施設管理業務に関すること。 

(2) 施設の使用許可に関する使用者の募集、受付、書類審査、更新手続等(図「使用者の募集、審

査、許可の流れ図」参照)に関すること。 

(3) 使用料等の徴収・管理、及び滞納者への納付勧奨に関すること。 

(4) 施設、付属設備及び物品の保全に関すること。 

(5) 施設内の清潔の保持、整とんその他の環境の整備に関すること。 

(6) 施設の広報及び入居促進に関すること。 

(7) 区が依頼する各種調査及び視察対応に関すること。 

(8) 入居企業の利便性及び満足度向上に関すること 

(9) 前 8号に掲げるもののほか、施設等の運営に関して区が必要と認める業務 

(10) 提案事業に関すること(施設の設置目的に沿い、その特性を十分に発揮できるような新たな

事業を提案、実施していただきます。なお、提案事業は、指定管理業務の範囲内で、管理代行

経費で取り組んでいただき、その実施には区との事前協議を必須とします。) 

(11) 管理運営については、管理運営基準(参考資料)別紙 A と同程度以上の質を確保すること(施

設の使用許可を除く)。 

※ 指定管理者が行う業務を一括して第三者に委託することはできません。ただし、委託業務のう

ち、一部の業務については、区と協議のうえ、専門の事業者に委託することができます。 

※ 使用者の更新については、大田区立本羽田二丁目第 2工場アパート条例第 10 条、大田区テン

ポラリー条例第 8条及び大田区中小企業者賃貸住宅条例第 8条に基づきます。 

 

《図 使用者の募集、審査、許可の流れ図》 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※上記方法及びスケジュールについては提案いただきます。 
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《責任及びリスク分担》  ※○は担当を示します。 

 区と指定管理者の責任及びリスク分担は、概ね下表のとおりとし、詳細は協定書で定めます。 

項目 内容 区 指定管理者 

法令等の新設・変更 

指定管理者の管理運営に影響を及ぼすもの 協議による 

上記以外のもの  ○ 

税制度の変更(指定管理料にかかる消費税を除く)  ○ 

物価・金利変動 

管理運営業務の継続が困難となる急激かつ大幅な物価変動や金利変

動 
協議による 

上記以外のもの  ○ 

需要の変動 
外的要因(不可抗力等)により管理運営業務の継続が困難となり募集

時の想定を超える需要の変動が発生した場合 

協議による 

事故発生(情報漏洩等を含む) 

指定管理者の責めに帰すべき事由によるもの  ○ 

区の責めに帰すべき事由によるものや施設・設備の設計・構造上の

瑕疵よるもの 
○  

上記以外の理由によるもの 協議による 

施設の使用許可 
使用者の募集、書類審査  ○ 

上記以外の許可、不許可、取り消し、明け渡し請求 ○  

使用料等の徴収等 

使用料(駐車場を含む)、光熱水費  ○ 

上記以外のもの ○  

債権管理 

指定管理者の責めに帰すべき事由によるもの  ○ 

上記以外の理由によるもの ○  

施設の修繕 

指定管理者の責めに帰すべき事由によるもの  ○ 

建物の構造に影響のない修繕  ○ 

上記以外の理由によるもの 協議による 

施設の設備、備品の維持管理(備品の修繕含む)  ○ 

利用者・住民・周辺地域への対応 

施設の設置自体に対する訴訟・苦情・要望・住民反対運動等の対応 ○  

指定管理者が行う業務及び自主事業に関する苦情・要望等の対応  ○ 

上記以外のものに関する訴訟・苦情・要望・住民反対運動等の対応 協議による 
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４ 業績連動の導入 
  指定管理者による公共サービスの向上のため、業績連動による増額規定及び減額規定等を設ける

予定です。なお、増額分及び減額分については、管理代行経費の精算時に行うものとします。 

(1) 増額規定 

 使用者が届出義務を負う消防法に基づく各種届出について、指定管理者の支援・勧奨により届

出がなされた場合(契約による代行届出を含む)、1件当たり 1万円を管理代行経費に追加します。 

(2) 減額規定 

 使用料及び光熱水費について指定管理者の責めに帰する過誤徴収があった場合、徴収金額の

10％相当分を管理代行経費から差し引きます。 

(3) その他 

   増額及び減額については、年度ごとに予算の範囲内で上下限を設定します。 

 

項目 内容 区 指定管理者 

第三者への賠償(国家賠償法に基

づく求償権を区が指定管理者に行

使する場合を含む) 

施設・設備の設計・構造上の瑕疵により損害を与えた場合 ○  

指定管理者としての業務及び自主事業により損害を与えた場合  ○ 

上記以外の理由で損害を与えた場合 協議による 

管理運営業務の中止、変更、延期 

指定管理者の責めに帰すべき事由によるもの  ○ 

区の責めに帰すべき事由によるもの ○  

上記以外の理由によるもの 協議による 

上記に定めるもののほか不可抗力

(暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、

火災、テロ、争乱、暴動その他、

区または指定管理者のいずれの責

めにも帰することのできない自然

的又は人為的な現象)によるリス

ク 

事故発生時の初期対応  ○ 

施設・設備・物品の復旧費用 

(ただし、区の所有するものに限る) 
○  

施設・設備・物品の復旧費用 

(ただし、指定管理者の所有するものに限る) 
 ○ 

指定管理終了時の現状復帰に要する費用  ○ 

申請費用の負担  ○ 

施設運営の引継ぎコストの負担  ○ 

必要な資金確保  ○ 



 6 

５ 提案事業の実施 
提案事業とは、施設の設置目的に沿って指定管理者が独自に企画し実施する事業です。提案事業

は、次の条件のもとあらかじめ区と協議を行い、その承認を得た上で実施します。 

なお、提案事業による参加料等の収入は区の収入とし、収入年度は事業を実施する日が属する年

度とします。また、提案事業の実施に伴う収支は指定管理料の算定に含めることが可能です。詳細

は協定書締結時に区と指定管理者で協議します。 

(1) 提案事業の目的が施設の目的及び区の施策に沿ったものであること 

(例)使用者の利便性向上・交流促進、施設管理運営上の面で使用者の安全・安心の確保、地

域貢献・社会貢献への寄与、ものづくり大田の発信拠点としての広報活動 

(2) 事業の実施が区、施設、使用者、区内中小企業、区民等に有益な効果を生むものであること 

(3) 参加の公平性が確保されていること 

(4) 参加料等の参加者負担がある場合は、その金額が、民間の同種事業と比較及び区が設置する

施設で運営を行う事情を勘案し、適正なものであること 

 

６ 指定管理者の責務等 
 指定管理者は、次の事項に留意して業務を遂行しなければなりません。 

(1) 関係法令及び条例の遵守 

業務の遂行にあたっては、次の関係する法令及び条例等を遵守してください。なお、大田区

の条例及び規則については大田区ホームページ内(http://www.city.ota.tokyo.jp/)の「例規

集・要綱集」を確認してください。 

ア 地方自治法、同施行令、同施行規則 

イ 大田区テンポラリー工場条例（及び同条例施行規則）、大田区立本羽田二丁目第 2 工場アパ

ート条例（及び同条例施行規則）、大田区中小企業者賃貸住宅条例（及び同条例施行規則）・・・

別紙 B 

ウ 大田区個人情報保護条例（及び同条例施行規則）、個人情報及び機密情報の取扱いに関する

付帯条項 

エ 大田区行政手続条例（及び同条例施行規則）、大田区情報公開条例（及び同条例施行規則） 

オ 労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働組合法、男女雇用機会均等法、労働者災害

補償保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法 

カ 消防法 

キ 大田区災害対策本部条例（及び同条例施行規則）、大田区地域防災計画 

ク 公益通報者保護法 

ケ 個人情報の保護に関する法律（及び同施行令） 

コ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、大田区暴力団排除条例 

サ その他関係法令、大田区条例、大田区規則等 

(2) 業務に関連して取得した使用者に関する情報の適切な取扱い 
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  大田区個人情報保護条例、個人情報及び機密情報の取扱いに関する付帯条項別紙 C 及び関係

法令を遵守し、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のため

に、必要な措置を講じること。 

  なお、業務に関連して取得した使用者に関する情報の不適切な取扱いにより、使用者並びに

区に対する損害が発生した場合は、指定管理者がその責任を負うこと。 

(3) 環境に配慮した施設の維持管理 

ア 環境に配慮した商品・サービスの購入(グリーン購入)を推進し、また、廃棄にあたっては資

源の有効活用や適正処理を図ること。 

イ 電気、ガス、水道等のエネルギー使用量の削減に向けた目標を設定し、取り組みを推進する

こと。 

ウ 近隣の生活環境へ配慮すること。 

エ 使用者及び管理代行従事者に対する環境の保全等に関する情報提供及び意識啓発に努める

こと。 

 

７ 指定期間 
  令和 9年 4月 1日から令和 14年 3月 31日までの 5年間(予定)。 

 なお、指定期間については、大田区議会の議決により決定します。 

  

８ 応募資格 
(1) 応募資格 

    法人その他の団体(以下「法人等」 という。)であり、本募集要項の内容を十分理解し、施設

の管理運営について実績を有していること。共同事業体で応募する場合は、グループの代表団

体(以下「代表構成団体」)が上記管理運営の実績を有していること。 

単独で申請した法人等は、共同事業体の構成団体となることはできません。また、個人での

応募はできません。 

(2) 欠格事項 

      次のいずれかに該当する法人等は、応募することができません。 

ア 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の 4の規定により、一般競争入札の参

加を制限されている法人等 

イ 地方自治法第 92 条の 2、第 142条(同条を準用する場合を含む。)又は第 180条の 5第 6項

の規定に抵触することとなるものを構成員とする法人等 

ウ 地方自治法第 244条の 2第 11項の規定による指定の取り消しを受けてから 3年を経過しな

い法人等 

エ 本区における指定管理者の指定の手続きにおいて、その公正な手続きを妨げた法人等又は

公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した法人等 

オ 他の自治体において、指定管理者の指定を受けた後に辞退若しくは指定期間満了前に、自
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らの意思により撤退したことがある法人等 

カ 大田区競争入札参加資格者指名停止措置要綱に基づく指名停止期間中である法人等 

キ 法人税、法人事業税、消費税、地方消費税及び法人都道府県民税を滞納している法人等 

ク 会社更生法(平成 14年法律第 154号)及び民事再生法(平成 11年法律第 225号)等の規定に

より、更生手続又は再生手続を開始している法人等 

ケ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第 54 号)等に抵触する行

為を行ったことがある法人等 

コ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2条第

2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) 

サ 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。)若しくは暴力団の

構成員でなくなった日から 5年を経過しない者の統制の下にある法人等 

シ 上記コ及びシ並びにそれらの構成員(以下「暴力団等」という。)の利益となる活動(暴力団

等と取引をし、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団等の維持運営に協

力し、又は関与することをいう。以下同じ。)を行う法人等 

ス 役員等(法人の場合は、役員及び経営に事実上参加している者、法人格のない団体にあって

はその代表者及び経営に事実上参加している者をいう。以下同じ。)が、暴力団等の利益とな

る活動を行う法人等 

セ 役員等が暴力団等と社会的に不適切な交友関係(相手方が暴力団等であることを知りなが

ら、会食、遊戯、旅行、スポーツ等を共にするような交友関係をいう。)を継続的に有してい

る法人等 

(3) 共同事業体での応募 

 ア 共同事業体を構成して応募する場合は、代表構成団体とその構成団体を定めること。代表

構成団体は、上記「(1) 応募資格」を満たし、かつ「(2) 欠格事項」に該当しないことを

条件とする。代表構成団体とは、グループにおける責任割合が最大であること。 

イ 構成団体は連帯して責任を負うこと。 

ウ 上記「(2) 欠格事項」 のいずれかに該当する構成団体は、共同事業体に参加することが

できない。 

エ 共同事業体の構成団体は、別の共同事業体の構成団体になること又は単独で応募すること

はできない。 

オ 応募の途中で、構成団体を変更することは認めない。ただし、倒産等、特殊な事情が認め

られ、かつ審査の公平性及び業務遂行上の支障がないと区が判断したときには変更を認める

場合がある。 
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９ 今後のスケジュール 
(1) 令和 8年 7月 1日(水)～7月 31日(金) 募集要項等の配布 

(2) 令和 8年 7月 1日(水)～7月 14日(火)正午  質問書の受付 

(3)  令和 8年 7月 15 日(水)～7月 17日(水)    現地見学会候補日 

(4)  令和 8年 7月 21 日(火)    質問書に対する回答 

(5) 令和 8年 7月 27日(月)～7月 31日(金)    申請受付期間 

(6) 令和 8年 8月上旬～中旬    第一次審査(書類審査) 

(7) 令和 8年 8月中旬     第一次審査結果の通知 

(8) 令和 8年 8月下旬～9月上旬  第二次審査(面接審査) 

(9) 令和 8年 9月中       第二次審査結果の通知 

(10) 令和 9年第 4回区議会定例会     指定管理者の指定を議決 ※予定 

(11) 令和 9年 3月 31日(水)まで   基本協定締結及び業務開始準備(引継ぎ含む) 

(12) 令和 9年 4月 1日(木)      指定管理者による業務開始 

 

10 募集要項等の配布 
(1) 配布期日 

令和 8年 7月１日(水)から 7月 31日(金)まで 

(2) 配布場所 

   配布資料は大田区ホームページからダウンロードしてください。 

   大田区ホームページ http://www.city.ota.tokyo.jp/jigyousha/boshuu_shitei/index.html 

(3) 配布資料 

ア 募集要項 

イ 管理運営基準(参考資料)・・・別紙 A 

ウ 大田区条例等・・・別紙 B 

エ 個人情報及び機密情報の取扱いに関する付帯条項及び大田区契約関係暴力団等排除措置  

要綱・・・別紙 C 

オ 指定管理者募集要項に関する質問票・・・別紙 D 

カ 指定管理者募集要項 FAQ・・・別紙 E 

キ 指定管理者施設見学会参加申込書・・・別紙 F 

ク 指定申請書 

 

11 募集に関する質問 
(1) 質問の方法 

   質問がある場合には、質問の内容を 1件ごとに指定管理者募集要項に関する質問票別紙 D に

記載のうえ、E-mail により送信してください。なおメール件名の文頭に「【大田区賃貸工場】」
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を付して送信してください。これ以外の方法(電話、来庁等)による質問はご遠慮ください。 

(2) 受付期間 

令和 8年 7月 1日(水)から 7月 14日(火)正午まで(必着) 

(3) 質問先 

  大田区 産業経済部 産業経済課 産業経済担当(産業振興・イノベーション) 

  E-mail：kogyo@city.ota.tokyo.jp 

(4) 回答の方法 

  令和 8年 7月 21日(火)に大田区ホームページで回答(公開)します。 

  なお、法人独自の提案内容に関わる質問につきましては、内容自体が審査の対象となること

から、原則として回答しません。 

 (5)  想定される質問と回答(FAQ) 

 想定される質問と回答については、指定管理者募集要項 FAQ 別紙 E としてまとめてあります

ので、ご参照ください。 

 

12 現地見学会の開催 
(1) 趣旨 

応募を予定している法人等を対象に、管理代行予定施設の様子をよりご理解いただくために、

現地見学会を開催します。なお、現地見学会への参加は任意です。 

(2)  候補日 

令和 8年 7月 15 日(水)から 7月 17日(金) 

場所 任意の施設 

(3) 参加申込について 

参加申込については、指定管理者施設見学会参加申込書別紙 F に記載のうえ、あらかじめ

E-mail により 7 月 8 日(水)までにお申し込みください。実施日時は 7 月 10 日(金)までにお知

らせします。なおメール件名の文頭に「【大田区賃貸工場】」を付して送信してください。 

(4) 見学会当日について 

公共交通機関をご利用ください。 

    ※見学会においては一切の質問をお受けしません。 
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13 申請書提出先及び提出期間 
 申請にあたっては、次の書類を区に提出してください。 

提出書類・部数 

提出書類：「14 提出書類」に記載する書類 

提出部数：8 部(正本 1 部、副本 7 部) 

【注意事項】 

⚫ A4 版(縦)の左綴じで作成すること。 

⚫ 書類番号ごとに中紙を挿入し、インデックスを付すこと。 

⚫ 副本については、ファイルの表紙を含め、法人が特定できる記述部分(法人名

称、ロゴマーク等)がある場合、その部分にマスキング(塗りつぶし)処理を施

すこと。 

提 出 期 間 

令和 8 年 7 月 27 日(月)～7月 31 日(金) 

午前 9 時～午後 4 時 30 分(正午～午後 1 時を除く) 

⚫ 理由を問わず、必着とします。 

提 出 方 法 

申請受付は持参のみとし、郵送や E-mail・FAX 等による受付はいたしません。持

参する場合は事前に電話連絡で予約のうえ、「14 提出書類」に記載する書類を

提出してください。 

提 出 窓 口 

〒144-0035 大田区南蒲田 5-20-20 大田区産業プラザ PiO 4 階 

大田区産業経済部産業経済課産業経済担当(産業振興・イノベーション) 

電話：03-5744-1376 

そ の 他 

⚫ 理由を問わず、7 月 31 日(金)の午後 4 時 30 分以後においては、提出書類の変

更、追加は一切認めません。 

⚫ 区が必要と認める場合は、提出書類について、ヒアリングを行うことがあり

ます。 

⚫ 区が必要と認める場合は、追加資料の提出を求めることがあります。 

⚫ 提出書類は、理由を問わず返却しません。 

  

14 提出書類 
(1) 指定申請書(様式 1) 

(2) 事業計画書(様式 2) 

(3) 施設の管理に関する収支予算書(様式 3) 

(4) 欠格事項に該当しない旨の申立書(様式 4) 

(5) 定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類 

(6) 当該法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書) 

(7) 貸借対照表、損益計算書及びキャッシュ･フロー計算書又はこれらに類する書類 

(直近 3年間分) 

(8) 法人等の概要(様式 5)及び法人の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類 

(9) 国税及び地方税の納税証明書(国税：「法人税」「消費税及び地方消費税」その 3の 3、地方税：

法人事業税及び法人都道府県民税)又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書 

(10) 労働環境チェックシート(様式 6) 

(11) 共同事業体協定書兼委任状(様式 7)※共同事業体として申請する場合のみ提出 

(12) 法人税申告書別表の写し及び勘定科目内訳書明細書(直近 3年間分) 
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(13) 営業報告書又は事業報告書(直近 3年間分) 

 

15 応募に際しての留意事項 
 提出書類の作成にあたっては、「3 指定管理者が行う業務の範囲」、「6 指定管理者の責務等」

をはじめ、次の点に留意してください。 

(1) 管理代行経費の見積もり方法 

管理代行経費の見積もりについては、「3 指定管理者が行う業務の範囲」及び「下丸子テン

ポラリー工場指定管理者管理運営基準(参考資料)、本羽田二丁目工場アパート指定管理者管理

運営基準(参考資料)、本羽田二丁目第 2 工場アパート及び中小企業者賃貸住宅指定管理者管理

運営基準(参考資料)、」により必要経費を見積もってください。 

なお、本件は大田区公契約条例の適用案件となります。適用案件は定められた労働報酬下限

額以上の賃金を支払う必要があります。今回の見積もりについて確認されたい場合は暫定的な

労働報酬下限額を個別にご案内いたしますので、「11 募集に関する質問」に則り確認してくだ

さい。 

(2) 申請の辞退 

  書類提出後に辞退する場合は、辞退届(代表者印必須、その他様式自由)を提出してください。 

(3) 著作権及び情報公開 

  提出書類の著作権は、申請者に帰属します。ただし、区は、指定管理者の決定の公表等に必

要な場合には、提出書類の内容を無償で使用できるものとします。 

また、提出された応募書類は、大田区情報公開条例に基づき、原則として情報公開の対象と

なります。ただし、公開することで特定の個人が識別され、法人等の正当な利益を害するおそ

れがあると区が認める部分については公開しません。 

 (4) 費用負担 

    応募に係る必要な経費は、申請者の負担とします。 

 (5) 申請の無効又は失格 

次のいずれかに該当する場合は、法人等の申請を無効又は失格とします。 

  ア 応募資格を満たしていない場合 

  イ 欠格事項に該当した場合 

  ウ 選定審査に関する不当な要求等を申し入れた場合 

  エ 提出書類に虚偽の申請があった場合 

オ 社会的信用を損なう行為等により、指定管理者としてふさわしくないと認められる場合やそ

の他不正行為があった場合 

 (6) その他 

    提出する各証明書は、発行後 3ヶ月以内の原本を提出してください。 

共同事業体で申込をされる場合、申請書欄に「共同事業体名」 を記入してください。また、

「14 提出書類 (5)から(10)」については、構成団体全員分が必要です。 
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16 指定管理者の選定 
指定管理者の選定は、大田区賃貸工場等指定管理者選定委員会(以下、「選定委員会」 という。)

において審査し決定します。また、財務状況は外部の専門家による審査を行います。 

(1) 第一次審査 

書類による審査を行い、令和 8年 8月中旬に、第一次審査の結果を応募したすべての法人等

に通知します。また、第一次審査を通過した法人等に対しては、第二次審査(面接審査)の日程

をお知らせします。 

(2) 第二次審査 

第一次審査を通過した法人等に対して第二次審査(面接審査)を実施します(30分程度)。面接

審査は、事業計画書の内容を選定委員に説明し、選定委員の質問に答える形式で行います。 

(3) 指定管理者候補者の選定 

選定委員会での選定結果に基づき、指定管理候補者を選定します。選定結果は、令和 8 年 9

月中に通知します。なお、選考審査理由、結果に対する問合せ及び異議等については、一切応

じられません。 

 (4) 指定管理候補者の決定 

    区は、第 1 位候補者と金銭面を含めた協議(予備交渉)を行います。基本的事項で合意に達し

た法人等が指定管理候補者になります。指定管理候補者になった場合は、改めて文書で通知し

ます。 

    なお、第 1 位候補者と合意に至らなかった場合や第 1位候補者が辞退した場合等は、第 2位

候補者と協議を行います。 

(5) 指定管理者の指定 

ア 区議会の議決を経て、指定管理者を指定します。指定管理者には、議決後速やかに指定通

知書を送付します。 

イ 議決を経るまでの間に、指定管理者候補者を指定管理者に指定することが不適当と認めら

れる状況が生じた場合は、指定管理者候補者の資格を取り消すことがあります。 

 (6) 指定管理者の公表 

    指定管理者の指定は、所定の手続きにより告示します。 

また、指定管理者名、指定期間、選定理由、選定経過等審査結果についてはホームページで

公表します。 

 (7) 決定までの費用負担 

    区議会で指定管理者指定議案が可決されなかった場合、区は指定管理者候補者に対し、これ

に関する一切の費用補填をしませんので、予めご了承ください。 

(8) 協定の締結 

 区と指定管理者は、施設の管理に関して、指定期間中の基本的事項を定めた基本協定及び年

度ごとの事業実施に係る事項を定めた年度協定を締結します。 
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17 選定基準 
指定管理者の選定は、次に掲げる項目を考慮して総合的に判断します。 

(1) 使用者の公平かつ平等な使用が確保されること。 

ア 平等な利用を図るための手法は具体的かつ適切か。 

イ 使用者との良好な関係構築に取り組む手法は具体的かつ適切か。 

ウ 退居予定企業への対応(区内で引き続き操業を継続してもらうための方策)や区の方針を入

居者へ反映させる手法が適切か。 

エ 使用者の募集に際し、申請者に対して、本施設使用者としての適性を公平かつ専門性をも

って書類審査できる能力を有しているか。 

(2) 施設の効用を最大限に発揮するとともに、管理に係る経費の縮減が図られること。 

ア 施設の設置目的及び性格を十分に踏まえた管理運営方針が取られているか。 

イ 施設の維持管理、安全管理、危機管理、情報管理、管理体制等が適切か。 

ウ 提案事業を積極的に提案しその目的や効果を明確化するなど、管理運営や施設活用に創意

工夫があるか。 

エ 収支計画の内容は、実現可能で適切であるか。 

(3) 施設の管理を安定して行う能力を有していること。 

ア 安定的かつ高い使用者満足度を担保する運営が可能な人事管理体制であるか。 

イ 安定的な運営が可能な法人等の規模・財務状況であるか。 

ウ 運営実績から判断し、良好に管理運営ができるか。 

エ 区への報告及び調整方法が効果的かつ適正か。 

オ 危機管理及び苦情に対する解決方法が適切か。 

(4) 地域の活性化につながる施設運営 

ア 地元企業の活用や区民の雇用に配慮しているか。 

イ 地域と共存共栄を図っているか。 

 

18 管理に要する経費 
(1) 指定管理者管理代行経費 

区は指定管理者より毎年度提出していただく事業計画書に基づき、指定管理者と協議の上、

施設の管理代行経費を毎年度の予算の範囲内で決定します。その金額を「年度協定」に従い、

指定管理者に支払います。 

(2) 管理代行経費の支払と預り金の精算 

各年度の管理代行経費の支払いは、毎年度締結する年度協定で定めます。なお、各年度に支

払う管理代行経費は、議会の議決を得た予算額の範囲内となります。 

支払った管理代行経費のうち、施設維持管理費分を除いた修繕費等の経費、預り金及び業績

連動による増減額分については毎年度終了後に精算します。 
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19 協定の締結 
  指定管理者の指定の後に、区と指定管理者は、指定期間内の管理代行業務に関する包括的な事項

を定めた「基本協定」及び各年度の実施事項を定めた「年度協定」を締結します。 

(1) 基本協定の内容 

ア 指定(協定)期間 

イ 管理代行に関する基本事項及び遵守事項 

ウ 管理代行の範囲 

エ 物品類の使用及び帰属に関する事項 

オ 責任及びリスク分担 

カ 個人情報の保護に関する事項 

キ 実績報告に関する事項 

ク モニタリングの実施に関する事項 

ケ その他 

(2) 年度協定の内容 

ア 当該年度の事業計画に関する事項 

イ 当該年度に区が支払う管理代行経費に関する事項 

ウ その他 

(3) 協定が締結できない場合の措置等 

 指定管理者が、協定の締結までに次に掲げる事項に該当するときは、その指定を取り消し、

協定を締結しないことがあります。 

ア 正当な理由なくして協定の締結に応じないとき。 

イ 財務状況の悪化等により、管理代行業務の履行が確実でないと認められるとき。 

ウ 著しく社会的信用を損なう等により、指定管理者としてふさわしくないと認められるとき。 

 

20 モニタリング及び監査について 
(1) モニタリングについて 

 区は、施設の運営状況を検証し、必要なサービス水準を確保するためモニタリングを行いま

す。モニタリングの結果、区が求めた業務内容や事業計画書に記載された提案等が達成されて

いないときは、区は改善措置を講じる等の指導を行います。これに該当した場合、速やかに内

容を是正するため、必要な措置を講じていただきます。 

また、使用者に対してアンケート調査等を実施し、その結果を業務の改善指導に活用するこ

とができることとします。 

(2) 監査について 

     監査委員等が区の事務事業を監査するために必要があると認めた場合、指定管理者に対して

帳簿書類その他の提出を求める場合があります。指定管理者は、これに従う義務を負います。 
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21 管理代行時の留意事項 
(1) 業務の継続が困難になった場合等の措置 

 指定管理者は、業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合は、速やかに区

に報告しなければなりません。その場合の措置については、次のとおりです。 

ア 指定管理者の責めに帰すべき事由による場合 

 指定管理者の責めに帰すべき事由により、業務の継続が困難になった場合、又はそのおそ

れが生じた場合には、区は指定管理者に対して改善勧告等の指示を行い、期間を定めて改善

策の提出及び実施を求めることができます。この場合、指定管理者がその期間内に改善する

ことができなかった場合等には、区は指定管理者の指定の取り消し又は業務の全部若しくは

一部の停止を命じることができるものとします。 

イ 指定が取り消された場合等の賠償 

上記①により指定管理者の指定が取り消され、又は業務の全部若しくは一部が停止された

場合、指定管理者は、区に生じた損害を賠償しなければなりません。 

ウ 不可抗力等による場合 

 不可抗力その他区又は指定管理者の責めに帰することができない事由により、業務の継続

が困難となった場合、区と指定管理者は、業務継続の可否等について協議を行い、継続が困

難と判断した場合、区は指定管理者の指定の取り消し又は業務の全部若しくは一部の停止を

命じることができるものとします。 

(2) その他協議すべき事項 

 協定書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、区及び指定管理者双方が誠意を持って協

議するものとします。 

(3) 業務の引継ぎについて 

 業務の円滑な開始及び引継ぎについては、事業計画書で示していただきます。 

 また、指定期間の終了若しくは指定の取り消しにより、次期指定管理者に業務を引き継ぐ場

合は、円滑な引継ぎをしていただきます。 

 なお、次期指定管理者が業務の引継ぎに要した費用は、次期指定管理者の負担とします。 
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22 問い合わせ先 
 大田区産業経済部産業経済課産業経済担当(産業振興・イノベーション) 

担当 溝口・佐瀨 

〒144-0035 大田南蒲田 1-20-20 大田区産業プラザ PiO 4階 

電話：03-5744-1376 FAX：03-6424-8233 E-Mail：kogyo@city.ota.tokyo.jp 

※ 土、日、祝日を除く午前 8時 30分から午後 5時 15分 

 

 


